
鹿児島県土木部優良工事等表彰実施要領  
 
（表彰の目的）  
第１条 鹿児島県土木部が発注した建設工事(以下「工事」という。）に

おいて，他の模範と認められる優良工事の施工業者並びに優秀技術者
及び若手有望技術者を表彰し，工事に従事する企業及び建設技術者の
誇りや意欲の増進を図るとともに，技術の進歩向上・社会的評価を高
め，建設産業の構造改善に資することを目的とする。  

 
（表彰の対象）  
第２条 この表彰は，前年度に完成した工事で，鹿児島県工事成績要領

に基づき評価された工事のうち，鹿児島県優良工事等推薦基準（以下，
「推薦基準」という。）により選定された，優良工事の施工業者並び
に優秀技術者及び若手技術者を対象とする。  

 
２ 優良工事の施工業者は，推薦基準の要件に該当し，かつ，工事の施

工管理に優れており，出来栄えも良好で新しい施工技術の導入を図る
など創意工夫に努め，他の工事の模範と認められる優良な工事を施工
した企業とする。  

 
３ 優秀技術者は，推薦基準の要件に該当し，かつ，他の技術者の模範 

と認められる者とする。 
 
４ 若手有望技術者は，推薦基準の要件に該当し，かつ，これからの県 

内建設産業を担うべき優秀な若手技術者とする。  
 
（表彰の種類）  
第３条 この表彰は，次に掲げる区分で行う。  
（１）土木部長表彰  
   ア 優良工事                         
   イ 優秀技術者  
   
（２）建設部長等表彰  
  ①土木部関係課長表彰  
   ア 優良工事  
   イ   優秀技術者  
     ウ 若手有望技術者  
   
  ②地域振興局建設部長表彰  
   ア   優良工事  
   イ   優秀技術者  
     ウ 若手有望技術者  
      
  ③支庁建設部長表彰  
   ア   優良工事  
   イ   優秀技術者  
     ウ 若手有望技術者  
      
 
 



（被表彰者の推薦及び選考）  
第４条 土木部本庁関係課長，各地域振興局建設部長及び各支庁建設部

長（以下「建設部長等」という。）は，土木部長表彰等を授与するこ
とが適当であると認められる優良工事の施工業者並びに優秀技術者及
び若手有望技術者について，別表３に掲げる者で構成する「優良工事
等表彰審査委員会」の議を経て，優良工事推薦書（別記第１号様式），
優秀技術者推薦書（別記第２号様式），若手有望技術者推薦書（別記
第３号様式）により土木部長に推薦するものとする。  

 
２ 土木部長は，前項の規定により推薦された者について，別表１に掲 

げる者で構成する「鹿児島県土木部優良工事等表彰審査委員会」（以 
下「審査委員会」という。）で審議の上，第３条各号に規定する表彰 
の被表彰者を決定する。  

 
３ 審査委員会は，必要に応じて，別表２に掲げる者で構成する「鹿児 

島県土木部優良工事等表彰審査幹事会」に調査をさせ，報告を求める
ことができる。  

 
４ 前２項の規定に基づき選考された者が，表彰までの間に建設業法等 

の違反による行政処分等を受けることが判明した場合は，当該選考を 
取り消すことができる。  

 
５ 委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，あらかじめ 

委員長が指名した委員がその職務を代理する。  
 
６ 委員に事故があるとき，又は委員が欠けたときは，委員長は，あら 

かじめその指名した者を委員代理として委員会に出席させることがで 
きる。  

 
（事務局）  
第５条 本表彰の事務局は，鹿児島県土木部工事監査に置く。  
 
（表彰の時期）  
第６条 表彰は，１１月１８日（土木の日）に行う。  
  ただし，特別の事由がある場合は，土木部長が別に定める日に行う

ことができるものとする。  
 
（雑則）  
第７条 この要領に定めるもののほか，表彰の実施に関し必要な事項は

別に定める。  



付則  
この要領は，平成１４年８月１日から施行する。  
付則  
この要領は，平成１７年８月１日から施行する。  
付則  
この要領は，平成１９年７月４日から施行する。  
付則  
この要領は，平成２１年７月８日から施行する。  
付則  
この要領は，平成２２年８月１７日から施行する。  
付則  
この要領は、平成２４年７月４日から施行する。  
付則  
この要領は、平成２６年４月１日から施行する。  
付則  
この要領は、平成２７年５月１日から施行する。  
付則  
この要領は、令和 ５年８月１７日から施行する。  
付則 
この要領は、令和 ７年９月 １日から施行する。  



 
（別表１） 
 鹿児島県土木部優良工事等表彰審査委員会 
 
 委員長 土木部長 
 委 員 土木部技術次長，建築技監，土木部総括工事監査監 
     鹿児島地域振興局建設部長，南薩地域振興局建設部長 
     北薩地域振興局建設部長，姶良・伊佐地域振興局建設部長 
     大隅地域振興局建設部長，熊毛支庁建設部長 
     大島支庁建設部長 

 
（別表２） 
 鹿児島県土木部優良工事等表彰審査幹事会 
 
 幹事長 土木部総括工事監査監 
 幹 事 土木部監理課長，技術管理室長，道路建設課長，道路維持課長 
     河川課長，砂防課長，都市計画課長，港湾空港課長 
     建築課長，住宅政策室長，営繕室長 

 
（別表３） 
 優良工事等表彰審査委員会 
 
本
庁 
 

 
土木部関係課 

 

 
委員長 土木部関係課長 
委 員 参事，室長，対策監，技術補佐，関係係長等 

 
出
先 

 
各地域振興局 
(支庁)建設部 

 
委員長 各地域振興局(支庁)建設部長 
委 員 課長，支所長，参事，支庁各事務所建設課長 
    技術補佐，主幹，係長等 

 



優良工事推薦書 

  別記第１号様式                                振興局名： 

 

事業名 

 

 

 

建 設 工 事 の 種 類 

 

  

 

推薦順位 

 

 

 

施 工 業 者 名 

 

 

 

代表者名 

 

  

 

住所（郵便番号） 

 

 

 

工 事 名 

 

 

 

契約金額 

            

 

 

工 事 箇 所 

 

 

 

工    期 

 

 

 

工 事 概 要 

 

  工種・延長・幅員・建築面積等 

 

推 薦 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去１年以内の工事成績評定点の６５点未満の有無  有   無 

過去３年以内の建設業法等の違反，指名停止等の処分の有無  有   無 

工事成績評定点表 工事成績評定点が８４点以上を原則とする。     点 

    注  工事完成写真等を必要に応じ添付すること。 

                                 



 別記第２号様式         優秀技術者推薦書 

  ※推薦順位                                     振興局名： 

 

  氏  名 

 

  生年月日 

 

      会 社 名 

 

 技術者区分 

 建設工事 

 従事期間 

 

 

 

 

 

 

監理技術者又

は 

主任技術者 

 

 

 

１  優秀技術者推薦対象となった工事概要 

  １）  工事名 

  ２）  工事箇所 

  ３）  工期            ４）  工事完成日          ５）請負金額         千円 

  ６）  請負者名        ７）工事成績評定点       点 

  ８）  工事内容 

 

 

２  推薦基準事項に基づく具体的推薦理由 

  １）優れた現場運営又は施工技術 

 

 

  ２）良心的，創意工夫を凝らした施工の取組 

 

 

  ３）建設技術者等の指導育成 

 

 

  ４）安全・衛生への取組 

 

 

３  その他特筆すべき事項 

 

 

 

過去１年以内に他の工事で６５点未満の工事成績評定の有無     有 無 

過去３年以内に建設業法等の違反，処分の原因となったことの有無     有 無 

 



 別記第３号様式         若手有望技術者推薦書 

  ※推薦順位                                     振興局名： 

 

氏  名 

  生年月日 

  年齢(完成時) 

 

会 社 名 

 

技術者区分 

 建設工事 

 従事期間 

 

 

 

 

 

 

監理技術者又

は 

主任技術者 

 

 

 

１  若手有望技術者推薦対象となった工事概要 

  １）  工事名 

  ２）  工事箇所 

  ３）  工期            ４）  工事完成日          ５）請負金額         千円 

  ６）  請負者名        ７）工事成績評定点       点 

  ８）  工事内容 

 

 

２  推薦基準事項に基づく具体的推薦理由 

  １）優れた現場運営又は施工技術 

 

 

  ２）良心的，創意工夫を凝らした施工の取組 

 

 

  ３）技術研究への取組 

 

 

  ４）安全・衛生への取組 

 

 

３  その他特筆すべき事項 

 

 

 

過去１年以内に他の工事で６５点未満の工事成績評定の有無     有 無 

過去３年以内に建設業法等の違反，処分の原因となったことの有無     有 無 

 


